
（平成２２年８月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



和歌山国民年金 事案635  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年４月から同年12月まで 

父親が国民年金の加入について厳格に考えていた人だったので、私は20

歳から国民年金に加入し、国民年金保険料は滞り無く納付してきた。申立期

間については、一緒に納付していた母親の記録が納付済みになっているのに、

私の記録が未納にされていることは納得できないので、記録の訂正を希望す

る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は９か月と短期間であるとともに、申立人は、20 歳から国民年金

保険料を納付しており、申立期間を除きその後の任意加入期間も含め保険料を

すべて納付していることから、保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人の申立期間前後の国民年金保険料は納付済みである上、保険料

を一緒に納付したとする申立人の母親についても、申立期間の保険料は納付済

みとなっている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



和歌山国民年金 事案 636  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から同年３月まで 

私は、昭和 41 年＊月に 20 歳になってから、61 年４月に第３号被保険者

になるまでの期間、欠かすことなく国民年金保険料を納付していた。 

申立期間前の昭和 49 年ごろ、Ａ市町村Ｂ地区から同市町村Ｃ地区へ住所

を変更しているが、申立期間当時も、郵便局か金融機関の窓口で毎月確実に

国民年金保険料を納付しており、３か月の未納期間があるのは納得できない

ので、記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、３か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間及び第３

号被保険者期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、保険料の納付

意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、「昭和 49年ごろ、Ａ市町村内で住所を変更しているが、申

立期間の国民年金保険料は、郵便局か金融機関の窓口で納付書により毎月納付

した。」と主張しているところ、Ａ市町村保管の国民年金被保険者名簿におい

て、申立人の昭和 49 年度当時の住所はＡ市町村内である上、申立期間前の昭

和49年４月から同年12月までの国民年金保険料は現年度で納付されているこ

とが確認できることから、申立人は、同市町村で年度当初に発行された納付書

により申立期間の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



和歌山厚生年金 事案 561  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成11年７月は18万円、

同年８月は 19万円、同年９月は 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る平成 11 年７月から同年９月までの上記訂正

後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額（17万円）

に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年５月 25日から同年 10月１日まで 

私は、平成 11 年５月 25 日から 12 年７月 31日までＡ社（平成 13 年８月

１日Ｂ社と合併して解散）が経営していたＣ営業所で従業員として勤務して

いた。私が保管する 11年６月分から同年９月分までの給与明細書を見ると、

厚生年金保険料として１万 7,350 円が控除されていることが確認できるが、

ねんきん定期便の記録では、この期間の保険料納付額として１万 4,747円と

記載されているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所（当時）の事業所調査

台帳によると、事業主は、当初、給与からの保険料控除額に見合う標準報酬月

額（20 万円）を届け出たものの、当該控除額は、実際の報酬月額に見合う標

準報酬月額に基づく保険料額を上回っていたことから、平成 12 年５月の事業

所調査において資格取得時の実際の報酬月額に見合う標準報酬月額（17万円）

に訂正するよう指導を受け、その結果、申立人を含む３人の記録について訂正

処理がなされたことが認められる。 

一方、上記の３人は、いずれも控除過大となっている保険料を還付された記

憶は無いと供述している上、申立人の給与明細書及び給与振込口座の預金取引

明細表から当該保険料が事業主から申立人に還付され、又は、訂正後の期間の

保険料に充当された形跡はうかがえない。 

また、申立人の給与明細書から、20万円の標準報酬月額に基づく保険料が控



除され、報酬月額は、平成11年７月は、17万6,250円、同年８月は、18万9,850

円、同年９月は、20万1,500円であることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人のＣ営業所に

おける給与明細書から確認できる保険料控除額又は報酬月額から、平成 11 年

７月は 18 万円、同年８月は 19 万円、同年９月は 20 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間当時のＣ営業所のＤ従業員は、「当時の書類は処分したため、不明である。」

と供述しているが、平成 12 年５月の社会保険事務所からの指導によりオンラ

イン記録どおりの届出が行われたと判断でき、その結果、社会保険事務所は、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成11年５月については、給与の支給が無く、また、

同年６月については、オンライン記録の標準報酬月額が、事業主が源泉控除し

ていたと認められる保険料控除額又は申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額のいずれか低い方の額を上回っていることから、同年５月及び同

年６月については、特例法に基づく記録訂正は認められない。 

 



和歌山国民年金 事案 637   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年８月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年８月から 59年３月まで 

申立期間当時、私の家はＡ製品製造の個人事業所を経営しており、従業員

は厚生年金保険に加入させていたが、個人事業主の家族は厚生年金保険に加

入できないため、国民年金に加入していた。私も家業を手伝っていたため、

亡くなった父親が、取引銀行の担当者に小切手を手渡し国民年金保険料を納

めていたことを記憶している。 

何事にもきっちりしていた父親が私の国民年金の保険料を納付していな

いとは考えられないことから、申立期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

申立期間後の昭和 59年 10月１日に払い出されているところ、Ｂ市町村保管の

申立人に係る国民年金被保険者名簿に、「59.９.10適用特別対策分」との記載

が見られ、付加納付申出書が同年９月 13 日に受付されていることが確認でき

る上、オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の被保

険者も同年４月から国民年金保険料を納付していることが確認できることか

ら、当時、申立人は、国民年金に未加入となっていたため、同年９月ごろに行

政側からの加入勧奨により、初めて国民年金の加入手続を行ったものと推認で

きる。 

しかしながら、この時点において、申立期間の大半は時効により国民年金保

険料を納付できない期間にあたり、当該保険料をさかのぼって納付したとの主

張も無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

また、申立人の父親が申立人の国民年金保険料の納付を依頼したとされる取

引銀行の担当者は、「申立人の居住する地区を担当する支店に勤務したのは、

昭和 60 年８月からで、申立期間当時は、申立人の父親が経営していた事業所



には関与していない。」と供述している。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納

付に関与しておらず、これらを行ったとされる申立人の父親については、既に

死亡しているため申立期間当時の状況について供述を得ることができず、当時

の納付状況は不明である。 

加えて、申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 638   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年４月から 58年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 58年８月まで 

私は、Ａ市町村に所在するＢ店に昭和 56 年４月から 58 年８月 20 日まで

勤務していたが、同店を辞める時、事業主から国民年金手帳を手渡されたこ

とを記憶していることから、事業主が国民年金保険料を納付してくれていた

はずであるので、申立期間の納付記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時勤務していたＢ店を辞める時、同店の事業主から国

民年金手帳を手渡されたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号払

出日は、平成３年２月８日であり、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことから、申立人

は、同店を退職する時点において、国民年金の未加入者であり、国民年金手帳

記号番号が記載された年金手帳を受け取ることはできない。 

また、当該手帳記号番号の払出時点では、申立期間は時効により国民年金保

険料を納付できない期間である。 

さらに、申立てに係るＢ店が経理事務を委託していた税理士は、「当該事業

所は、昭和 61 年４月８日に厚生年金保険の適用事業所となるまで、従業員の

年金には関与していないため、国民年金保険料も納付していなかった。」と供

述しているほか、同店の事業主も、「申立期間当時、申立人を含めすべての従

業員の国民年金の加入手続及び保険料納付には関与していない。」と回答して

いる。 

加えて、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料納付に関与し

ていない。 

このほか、申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付

されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間に国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



和歌山厚生年金 事案 558  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月18日から43年12月31日まで 

社会保険事務所（当時）から、申立期間について脱退手当金が支給されて

いる旨説明を受けた。 

私は、脱退手当金を受給した覚えは無く、また、昭和 44 年３月＊日に結

婚式を挙げ、翌日から一週間新婚旅行に行っていたのに、同年３月６日に脱

退手当金が支給されているのは不自然なので、申立期間について厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「脱退手当金が支給されたとされる時期は、新婚旅行中で脱退手

当金を受給していない。」と主張しているが、申立事業所の管轄社会保険事務

所が保管する申立てに係る脱退手当金裁定請求書によると、当該請求書が昭和

44年１月 20日に受付されたことを示す受付印が確認できるとともに、請求者

の住所欄には、申立人が当時住んでいた住所が記載されており、社会保険事務

所では、脱退手当金計算書を作成して決裁を受け、同年３月６日に支給決定し、

翌日に支払通知書を作成したことを示す記録が残っていることから、適正に裁

定手続が行われたことが確認できる。 

また、申立人の退職時の適用事業所であるＡ社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する｢脱｣の表示が有

るとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 559（事案 316の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和27年10月ごろから28年９月ごろまで 

② 昭和29年10月ごろから30年12月ごろまで 

申立期間①については、昭和 27 年 10 月ごろから 28 年９月ごろまで、Ａ

社で勤務した。当時の事業主は既に死亡しているが、一緒に勤務していた社

会保険事務担当者を記憶している。 

申立期間②については、昭和 29年 10月ごろから 30年 12月ごろまで、Ｂ

社Ｃ店Ｄ営業所で勤務した。 

私が、当該事業所に勤務していたことを知っている同僚がいる。 

以上のとおり、調査の上、再度記録の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、ⅰ）当該期間中に被保険者記録のある同僚は、「Ａ社

は、当時Ｅ製品しか扱っていなかったので、Ｆ名称と言われた。当時は６人か

ら７人の従業員であるが、その中に申立人はいなかった。」と供述しているこ

と、ⅱ）当該事業所は、当該期間における関連資料を保管しておらず、申立人

の厚生年金保険の保険料控除については不明と回答していること、ⅲ）社会保

険事務所（当時）保管の当該事業所の被保険者名簿には、当該期間について健

康保険番号に欠番が無く、申立人の氏名は見当たらないことから、申立人の当

該期間に係る社会保険事務所の記録が欠落したものとは考え難いこと等から、

既に当委員会の年金記録の訂正が必要とまでは言えないとの決定に基づき、平

成21年８月26日付けで年金記録の訂正のあっせんは行わないとする通知が行

われている。 

申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料等を提出していないが、新た

に、当時、社会保険事務を担当していた同僚の氏名を挙げており、当該同僚及

び今回の調査において新たに連絡先が判明した同僚 10 人のうちの２人が、当

時、申立人がＡ社で勤務していた記憶があると供述していることから、期間の



特定はできないものの、申立人が同社において勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、前述の同僚 10 人のうち１人の厚生年金保険被保険者資格取

得日は、自身が記憶している入社日より約１年後となっていること及び申立人

を記憶している同僚２人は、当該期間後の昭和 35 年１月３日に厚生年金保険

の資格を取得していることが確認できることから、Ａ社では、必ずしもすべて

の従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなかったこ

とがうかがえる。 

また、申立人が、当時社会保険事務を担当していたとする同僚及び今回の調

査において新たに連絡先が判明した同僚 10 人からは、当該期間における申立

人の厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について有力な供述

は得られなかった。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、ⅰ）同僚の供述から、期間の特定はできないものの、

申立人が当該期間においてＢ社Ｃ支店Ｄ営業所に勤務していたことは推認で

きるが、勤務期間及び厚生年金保険料の控除に関する有力な供述は得られない

こと、ⅱ）当時の総務担当者は、「申立人について覚えていないが、当時の運

転手は出入りが激しいため臨時職員が多く、厚生年金保険への加入及び保険料

の控除はしていなかった。」と供述している上、別の同僚も、「申立人について

は覚えていないが、当時の運転手は、入社後数年は臨時職員で、なかなか正規

採用職員にはしてくれなかった。私も入社後１年半は臨時職員であり、その間

厚生年金保険の加入記録は無い。」と供述しており、当時、当該事業所は、従

業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていなかったものと考えられる

こと、ⅲ）Ｂ社Ｇ支店は、同社が保管している当該事業所に係る厚生年金保険

台帳並びに、厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書には、申立人

の氏名が見当たらないと回答していること、ⅳ）社会保険事務所保管の当該事

業所に係る厚生年金保険の被保険者名簿においては、当該期間について整理番

号に欠番が無く、申立人の氏名は見当たらないことから、申立人の当該期間に

係る社会保険事務所の記録が欠落したものとは考え難いこと等から、既に当委

員会の年金記録の訂正が必要とまでは言えないとの決定に基づき、平成 21 年

８月 26 日付けで年金記録の訂正のあっせんは行わないとする通知が行われて

いる。 

申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料等を提出していないが、新た

に当時一緒に勤務していた同僚の氏名を挙げている。 

しかしながら、当該同僚及び今回の調査において新たに連絡先が判明した同

僚９人のうち２人は、「入社後、早くて半年、長くて数年の間は臨時職員であ

ったので、その間、会社は社会保険の加入手続をしてくれなかった。」として

おり、オンライン記録によると、これら同僚３人のＢ社Ｃ支店における厚生年

金保険被保険者資格取得日は、自身が記憶している入社日よりも半年から３年

半後となっていることが確認できる。 



このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及び新たに収集した関連資料等を総合的に判断すると、委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情等は認められず、そのほかに委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



和歌山厚生年金 事案 560  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年ごろから 32年ごろまで 

私は、昭和 29年ごろＡ社（現在は、Ｂ社）に就職し、32年ごろまで継続

して同社で配達の仕事に従事していたが、社会保険事務所（当時）の記録で

は同社における厚生年金保険被保険者記録が無いので、申立期間について厚

生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に厚生年

金保険被保険者記録が確認できる同僚で、供述が得られた７人のうち３人が、

申立人を記憶している旨供述していることから、期間は特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について供述が得られない上、Ａ社の後

継事業所であるＢ社は、「申立人の申立期間における厚生年金保険への加入及

び厚生年金保険料の控除について確認できる資料は保管していない。」と供述

している。 

また、上記の申立人を記憶している同僚３人からは、申立人が申立期間にお

いて厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる供述が得られなか

った。 

さらに、申立人が記憶している同僚（故人）の妻は、「私も２年間か３年間、

Ａ社に勤務していた。理由は分からないが、同社に勤務していた期間は厚生年

金保険に加入していない。」と供述している。 

加えて、上記の被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人の

氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


